
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この企画は、昨年より始まった「ふるさと納税制度」を積極的に活用することにより、

町外からの税金（寄付）  を、地区のまちづくりにつなげていくために検討したものです。

 

 
みなさん、「ふるさと納税」という制度をご存知ですか？ 

きっと、 

「名前は聞いたことあるなぁ」 

「芸能人がしたってテレビで流れていたなぁ」 

と、制度そのものをよくご存じない方がほとんどではないかと思います。 

実は、「ふるさと納税制度」をうまく使うと、役場が財政運営の上で助かるだけでなく、

「久瀬地区」といった地区のまちづくりにも活用することができるんです。 

「ふるさと納税」のやり方はとってもカンタン。ぜひ、みなさんの息子さん・娘さん・

ご親戚・ご友人に呼びかけて、久瀬に「ふるさと納税」してもらいましょう！！ 

 

 

？「ふるさと納税制度」ってそんなことができるの ？ 

 

 

？
 
 
 
・ できます。今すぐにでもできます。 

・ ポイントは、役場でふるさと納税する際に、「久瀬地区のために使ってください」

と言って(書いて)もらうこと、です。「久瀬地区のために」といって寄付されれば、

受け取った役場では、それ以外の目的に使うことはできませんよね！？ 

・ また、「ふるさと」とありますが、人には人それぞれの「ふるさと」があります。

「第二のふるさと」「心のふるさと」などなど、必ずしも「出生地」に寄付するだ

けではなく、自由に寄付先の自治体を選ぶことができます。このため、いろんな

人に呼びかけてみてはどうでしょうか。 

   ※ 5,000 円の負担は生じますので、ご留意願います。 

お問合せ：久 瀬 ま ち づ く り 協 議 会 

 TEL：０５８５－５４－２５２１・５４－１０３３ 
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★ 「ふるさと納税」が適用される限度額・割合は、その人の所得税の税率に

よって変わります。（一般的には、住民税の約 14％＋5,000 円が上限と

なる人が多いようです。） 

「取られる」といったイメージの強い税金の一部を、ぜひ、ふるさと久瀬地区のた

めに移してもらえるよう、多くの人にお誘いください。 

そして、その「みなさんのこころざし」を基に、元気で住みよい久瀬地区をつくろ

うではありませんか！ 

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

○一般的なサラリーマンの方の手続き方法をまとめましたので、参考にどうぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑談・豆知識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふるさと納税」の手続き方法 

※ 「ふるさと納税制度」の詳細は、全国自治体ふるさと納税応援

サイト「ふたくす」（http://f-tax.jp）等をご覧ください。
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① 呼びかけます ② 「ふるさと納税」をしてもらいます 

・まず、役場のホームページで書類を入手
して記入し、メール・FAX 等で提出 

 (書類は、役場から送ってもらうこともできます) 
 
・役場から連絡があるので、指定された口

座に振込（またはお金を持参） 

③ 寄付証明書が送られます 

 

 ④ 確定申告をします 

 （翌年の２月頃） 

※インターネットや 

郵送でもできます。 

 （数週間後） 

⑤ 所得税が 

還付されます 

連絡

⑥６月以降の住民税が、通常

より少ない額で済みます。

（会社で天引きされます）

いくらまで「ふるさと納税」できるの？ 
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お住まいの自治体 国・税務署 


